
 

国民に対しｍＲＮＡワクチン関連の正確な情報周知を行うことを求める意見書 

 

　町民から提出されたｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）接種事業中

止の意見書提出を求める陳情を審査する過程で、副反応や後遺症がある実態を理解

した。これについて、町民の不安を解消するために、国においては以下の点に取り

組むよう強く要望する。 

 

 

記 

 

１．　ｍＲＮＡワクチンに関する副反応疑い報告及び健康被害救済制度の 

審査状況について、透明性の高い情報公開を一層推進すること。 

 

２．　長期的影響を含めた科学的検証および追跡調査体制を強化すること。 

 

３．　定期接種の実施にあたっては、接種の有効性とリスク双方について、 

国民に対し中立かつ分かりやすい情報提供を徹底すること。 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

　　　令和８年３月17日 

島根県邑南町議会議長   漆谷光夫 
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